
※レベルに応じた事業所内における対応に関しては、各事業所の基準をご参照ください。

※社会生活行動に関しては、利用者様やご家族、職員が同じようにレベルに応じて制限の程度を設定

します。詳細については、市内感染状況等から調整をします。

※対応例や各事業所の基準に関しては、今後の情勢や情報に応じて見直しを行います。

注）行動記録表は事業団職員のみ使用します
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法人統一感染症対策基準　 レベル1

3月13日　から　3月31日　まで

敦賀市社会福祉事業団　感染症対策基準について

　福井県から「感染拡大注意報」が発表されておりますので、「レベル１」を継続致
します。
　今回は、「3月13日以降のマスク着用について」の指針を受けて、マスク着用に関し
てお知らせさせて頂きます。障がい福祉サービスでは、重症化リスクのある方のご利
用があること等から、3月中は現在の対応を継続させて頂きたくご協力をお願いいたし
ます。
　また、県内ではインフルエンザの流行が継続していますので、今後も体調に異変を
感じた場合の体調確認や受診へのご協力を併せてお願いいたします。


